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一
、
提
案
理
由（
平
成
二
五
年
一
一
月
八
日
・
衆
議
院
内
閣
委
員
会
）

○
新
藤
国
務
大
臣　

こ
の
た
び
、
政
府
か
ら
提
出
い
た
し
ま
し
た
国
家
戦

略
特
別
区
域
法
案
に
つ
い
て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び
要
旨
を
御
説
明
申
し

上
げ
ま
す
。

我
が
国
が
直
面
す
る
最
重
点
の
課
題
は
、
我
が
国
経
済
を
中
長
期
的
な

成
長
軌
道
に
乗
せ
て
い
く
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
成
長
戦

略
を
着
実
に
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
我
が
国
を
取
り
巻

く
国
際
経
済
環
境
の
変
化
に
対
応
し
て
、
各
政
策
分
野
に
お
け
る
施
策
を

迅
速
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
が
、
と
り
わ
け
、
国
、
地

方
公
共
団
体
、
民
間
が
三
者
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

対
象
に
、
大
胆
な
規
制
改
革
等
を
集
中
的
に
推
進
す
る
新
た
な
手
法
が
必

要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
法
律
案
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
国
が
、
国
家
戦
略
特
別
区

域
を
定
め
て
、
規
制
の
特
例
措
置
の
整
備
そ
の
他
必
要
な
施
策
を
総
合
的

か
つ
集
中
的
に
講
ず
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
及
び
民
間
事
業
者
そ

の
他
の
関
係
者
が
、
国
と
相
互
に
密
接
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
こ
れ
ら
の

施
策
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
及
び
国
際

的
な
経
済
活
動
の
拠
点
の
形
成
の
実
現
を
図
り
、
も
っ
て
我
が
国
の
経
済

社
会
の
活
力
の
向
上
及
び
持
続
的
発
展
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。次

に
、
こ
の
法
律
案
の
要
旨
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
政
府
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
け
る
産
業
の
国
際
競
争

力
の
強
化
及
び
国
際
的
な
経
済
活
動
の
拠
点
の
形
成
に
関
す
る
施
策
の
総

合
的
か
つ
集
中
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
基
本
方
針
を
閣
議
決
定
に
よ
り

定
め
る
も
の
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
国
に
よ
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
の
指
定
及
び
国
家
戦
略
特
別

区
域
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
区
域
方
針
に
つ
い
て
の
所
要
の
手
続
を
定
め
て

お
り
ま
す
。

第
三
に
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
ご
と
に
組
織
さ
れ
る
国
家
戦
略
特
別
区

域
会
議
、
同
会
議
に
よ
る
区
域
計
画
の
作
成
及
び
認
定
申
請
、
内
閣
総
理

大
臣
に
よ
る
計
画
の
認
定
等
の
所
要
の
手
続
を
定
め
て
お
り
ま
す
。

第
四
に
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
い
て
講
ず
る
規
制
の
特
例
措
置
等

の
内
容
に
つ
い
て
定
め
て
お
り
ま
す
。

第
五
に
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
け
る
施
策
に
関
す
る
重
要
事
項
に

つ
い
て
調
査
審
議
等
を
行
う
た
め
、
内
閣
総
理
大
臣
を
議
長
と
す
る
国
家

戦
略
特
別
区
域
諮
問
会
議
を
内
閣
府
に
設
置
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
趣
旨
で
あ
り
ま
す
。
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何
と
ぞ
、
十
分
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
成
立
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
衆
議
院
内
閣
委
員
長
報
告（
平
成
二
五
年
一
一
月
二
一
日
）

○
柴
山
昌
彦
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
で
す
が
、
ま

ず
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
案
に
つ
き
ま
し
て
、
内
閣
委
員
会
に
お
け
る

審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
国
が
定
め
た
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
い
て
、
経
済
社
会
の

構
造
改
革
を
重
点
的
に
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
産
業
の
国
際
競
争
力
を

強
化
す
る
と
と
も
に
、
国
際
的
な
経
済
活
動
の
拠
点
を
形
成
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
関
し
、
規
制
改
革
そ

の
他
の
施
策
を
総
合
的
か
つ
集
中
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
十
一
月
八
日
、
本
会
議
に
お
い
て
趣
旨
説
明
及
び
質
疑

が
行
わ
れ
た
後
、
直
ち
に
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
同
日
新
藤
国
務
大
臣

か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
ま
し
た
。
次
い
で
、
同
月
十
三
日
か
ら

質
疑
に
入
り
、
翌
十
四
日
参
考
人
か
ら
意
見
を
聴
取
し
ま
し
た
。

昨
二
十
日
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
の
出
席
を
求
め
て
質
疑
を
行
い
、
質

疑
終
局
後
、
自
由
民
主
党
、
民
主
党
・
無
所
属
ク
ラ
ブ
、
公
明
党
及
び
み

ん
な
の
党
の
四
会
派
共
同
提
案
に
よ
り
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
計
画
へ
の

構
造
改
革
特
別
区
域
法
に
規
定
す
る
特
定
事
業
等
の
追
加
等
、
国
家
戦
略

特
区
支
援
利
子
補
給
金
に
関
す
る
検
討
条
項
の
追
加
等
を
内
容
と
す
る
修

正
案
が
提
出
さ
れ
、
趣
旨
の
説
明
を
聴
取
し
ま
し
た
。

次
い
で
、
原
案
及
び
修
正
案
を
一
括
し
て
討
論
を
行
っ
た
後
、
採
決
い

た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
修
正
案
及
び
修
正
部
分
を
除
く
原
案
は
い
ず
れ
も

賛
成
多
数
を
も
っ
て
可
決
さ
れ
、
本
案
は
修
正
議
決
す
べ
き
も
の
と
決
し

ま
し
た
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
委
員
会
修
正
の
提
案
理
由（
平
成
二
五
年
一
一
月
二
〇
日
）

○
近
藤（
洋
）委
員　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
国
家
戦
略
特
別
区
域

法
案
に
対
す
る
修
正
案
に
つ
き
ま
し
て
、
提
出
者
で
あ
る
自
由
民
主
党
、

民
主
党
・
無
所
属
ク
ラ
ブ
、
公
明
党
及
び
み
ん
な
の
党
の
四
会
派
を
代
表

し
て
、
そ
の
趣
旨
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
計
画
に
、

構
造
改
革
特
別
区
域
法
に
規
定
す
る
特
定
事
業
、
規
制
の
特
例
措
置
の
内

容
等
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
認
定

を
受
け
た
当
該
計
画
に
つ
い
て
は
、
当
該
認
定
を
構
造
改
革
特
別
区
域
法

に
規
定
す
る
認
定
と
み
な
し
て
同
法
に
規
定
す
る
規
制
の
特
例
措
置
を
適

用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
関
係
行
政
機
関
の
長
は
、
国
家
戦
略
特
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別
区
域
会
議
に
対
し
、
個
別
労
働
関
係
紛
争
の
未
然
防
止
等
の
た
め
の
事

業
主
に
対
す
る
援
助
の
実
施
に
関
し
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
か
ら
申
し

出
が
あ
っ
た
意
見
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
も
の
と
し
、
国
家
戦
略
特
別

区
域
会
議
は
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
関
係
行
政
機
関
の
長
が
述
べ
た
意
見

を
尊
重
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
政
府
は
、
毎
年
、
国
家
戦
略
特
区
支
援
利
子
補
給
金
の
活
用

及
び
認
定
区
域
計
画
に
定
め
ら
れ
て
い
る
国
家
戦
略
特
区
支
援
利
子
補
給

金
に
係
る
事
業
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基

づ
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
委
員
各
位
の
御
賛
同
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
五
年
一
一
月
二
〇
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
諸
点
に
留
意
し
、
そ
の

運
用
等
に
つ
い
て
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一　

産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
等
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
集
中

的
に
推
進
す
る
総
合
特
別
区
域
法
の
趣
旨
を
十
分
踏
ま
え
て
、
本
法
と

総
合
特
別
区
域
法
の
積
極
的
な
連
携
に
努
め
る
こ
と
。

　
　

ま
た
、
本
法
及
び
総
合
特
別
区
域
法
の
施
行
状
況
に
つ
い
て
検
討
を

加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
本
法
に
お
い
て
総
合
特
別
区
域
法
に

規
定
す
る
規
制
の
特
例
措
置
の
活
用
を
可
能
と
す
る
な
ど
の
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。

二　

政
府
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
の
構
成
員
と
し
て
、
国
家
戦
略

特
別
区
域
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
特
定
事
業
に
つ
い
て
不
断
の
見
直
し

を
行
う
と
と
も
に
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
の
他
の
構
成
員
と
も
密

接
に
連
携
し
て
、
政
府
が
必
要
に
応
じ
て
新
た
な
措
置
に
係
る
提
案
の

募
集
や
規
制
の
特
例
措
置
の
追
加
な
ど
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
　

な
お
、
政
府
は
、
国
家
戦
略
特
区
支
援
利
子
補
給
金
の
活
用
及
び
認

定
区
域
計
画
に
定
め
ら
れ
て
い
る
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る

事
業
の
状
況
に
つ
い
て
、
一
年
ご
と
に
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
を
国

家
戦
略
特
別
区
域
諮
問
会
議
等
に
報
告
す
る
こ
と
。

三　

国
家
戦
略
特
別
区
域
が
規
制
改
革
の
実
験
場
と
の
位
置
付
け
を
踏
ま

え
、
政
府
の
規
制
改
革
会
議
等
に
お
け
る
検
討
結
果
と
の
連
携
な
ど
や

関
係
者
と
の
十
分
な
調
整
も
踏
ま
え
つ
つ
、
規
制
改
革
の
推
進
に
資
す

る
積
極
的
な
運
用
に
努
め
る
こ
と
。

四　

国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
特
定
事
業
の
進
捗
状
況

の
的
確
な
管
理
及
び
特
定
事
業
の
適
切
な
選
定
等
が
可
能
と
な
る
よ

う
、
当
該
特
定
事
業
や
国
家
戦
略
特
別
区
域
諮
問
会
議
及
び
国
家
戦
略

特
別
区
域
会
議
に
係
る
情
報
公
開
を
徹
底
し
て
行
う
と
と
も
に
適
正
な

運
営
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。

　
　

併
せ
て
、
国
会
に
対
し
て
、
本
法
の
施
行
状
況
等
に
つ
い
て
、
定
期
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的
に
周
知
す
る
こ
と
。

五　

政
府
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
特
定
事
業
の

実
施
に
よ
る
成
果
を
早
急
に
全
国
に
広
げ
る
た
め
、
規
制
の
特
例
措
置

の
全
国
展
開
や
国
の
政
策
を
総
動
員
す
る
な
ど
の
万
全
の
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。

　
　

ま
た
、
本
法
に
基
づ
く
提
案
を
行
っ
た
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
、

当
該
地
方
の
区
域
の
指
定
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
産
業
の
国
際
競
争

力
の
強
化
等
に
資
す
る
十
分
な
支
援
を
行
う
こ
と
。

六　

本
法
に
基
づ
く
個
別
労
働
関
係
紛
争
の
未
然
防
止
等
の
た
め
の
事
業

主
に
対
す
る
援
助
と
併
せ
て
、
労
働
者
に
対
し
て
、
本
法
に
係
る
十
分

な
情
報
の
提
供
等
を
行
う
と
と
も
に
、
労
働
者
の
職
業
能
力
の
開
発
及

び
向
上
を
促
進
す
る
施
策
を
積
極
的
に
講
ず
る
こ
と
。
な
お
、
当
該
援

助
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
既
存
の
行
政
組
織
に
よ
り
現
に
提
供
さ
れ

て
い
る
援
助
と
の
関
係
整
理
を
十
分
に
行
う
と
と
も
に
、
当
該
援
助
が

労
使
双
方
に
と
っ
て
公
平
・
公
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
十
分
に
留
意
す

る
こ
と
。

七　

本
法
に
よ
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
を
は
じ
め
、構
造
改
革
特
別
区
域
、

総
合
特
別
区
域
の
特
区
制
度
に
つ
い
て
、
そ
の
実
施
に
よ
る
効
果
を
、

公
正
か
つ
客
観
的
に
評
価
で
き
る
体
制
を
整
え
る
こ
と
。

　
　

ま
た
、
そ
の
評
価
結
果
を
踏
ま
え
て
、
当
該
特
区
制
度
が
一
層
効
果

的
に
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
適

用
す
る
な
ど
特
区
制
度
の
万
全
な
運
用
に
努
め
る
こ
と
。

八　

国
家
戦
略
特
別
区
域
の
実
効
あ
る
事
業
の
実
施
に
資
す
る
よ
う
、
法

人
税
減
税
や
固
定
資
産
税
減
税
な
ど
の
税
制
措
置
及
び
地
方
税
減
免
に

際
し
て
の
国
税
の
調
整
措
置
な
ど
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
国
を
挙
げ

て
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
等
に
資
す
る
支
援
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

九　

政
府
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
高
度
医
療
提
供
事
業
に
関
し
、
試
験

研
究
の
体
制
の
整
備
、
研
究
者
の
養
成
、
関
係
機
関
の
連
携
そ
の
他
の

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

十　

政
府
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
所
在
す
る
空
港
及
び
港
湾
の
管
理

運
営
体
制
の
効
率
化
そ
の
他
の
空
港
、
港
湾
等
の
物
流
拠
点
の
強
化
の

た
め
に
必
要
な
規
制
の
特
例
措
置
等
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
、
参
議
院
内
閣
委
員
長
報
告（
平
成
二
五
年
一
二
月
七
日
）

○
山
東
昭
子
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、内
閣
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

ま
ず
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
案
は
、
我
が
国
を
取
り
巻
く
国
際
経
済

環
境
の
変
化
そ
の
他
の
経
済
社
会
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
て
、
我
が
国
の

経
済
社
会
の
活
力
の
向
上
及
び
持
続
的
発
展
を
図
る
た
め
に
は
、
国
が
定

め
た
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
い
て
、
経
済
社
会
の
構
造
改
革
を
重
点
的

に
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、産
業
の
国
際
競
争
力
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、

国
際
的
な
経
済
活
動
の
拠
点
を
形
成
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
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み
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
関
し
、
規
制
改
革
そ
の
他
の
施
策
を
総
合
的

か
つ
集
中
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
衆
議
院
に
お
き
ま
し
て
、
区
域
計
画
へ
の
構
造
改
革
特
別
区
域

法
に
規
定
す
る
特
定
事
業
等
の
追
加
等
、
個
別
労
働
関
係
紛
争
の
未
然
防

止
等
の
た
め
の
事
業
主
に
対
す
る
援
助
の
実
施
に
関
す
る
内
閣
総
理
大
臣

等
の
意
見
に
関
す
る
規
定
の
追
加
、
国
家
戦
略
特
区
支
援
利
子
補
給
金
に

関
す
る
検
討
条
項
の
追
加
等
を
内
容
と
す
る
修
正
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
世
界
で
一
番
ビ
ジ
ネ
ス
が
し
や
す
い
環
境

の
イ
メ
ー
ジ
、
国
家
戦
略
特
区
制
度
と
地
方
分
権
と
の
整
合
性
、
国
家
戦

略
特
区
制
度
に
よ
り
地
域
間
格
差
が
拡
大
す
る
懸
念
等
に
つ
い
て
質
疑
が

行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
了
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
の
山
下

理
事
よ
り
反
対
の
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

次
い
で
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

�

（
略
）�

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。


